
滝川市 いじめ対応に係る学校組織の対応フローチャート 

Ⅰ　児童生徒、保護者や地域住民等から通報相談を受けた際は、その通報相談情報を学校いじめ対策組織の報告窓口に報告する。 
Ⅱ　学校いじめ対策組織は、通報相談情報を速報(様式１)として教育委員会に報告するとともに、事実確認などの調査を実施する。 
Ⅲ　いじめ認知となった場合は、所定報告書(様式２)を作成し報告。 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                                           　 　　　      　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　

いじめ（疑いを含む）の発見、 

訴え・相談、通報等 

 

１　児童・生徒より 

２　保護者・家族より 

３　地域より 

４　学校教職員の気づき 

５　アンケート調査等

滝川市 
教育委員会

～主な構成員～ 

校長　教頭　主幹教諭　養護教諭 

担当教諭　生徒指導担当教諭 
学年主任　担任 

特別支援コーディネーター 

スクールカウンセラー、 

スクールソーシャルワーカー 

※事案により変更・追加あり

【対応の流れ】

連　携

いじめ防止対策推進法第２２条 

 
第２２条 学校は、当該学校におけるいじめの

防止等に関する措置を実効的に行うため、当

該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関す 

る専門的な知識を有する者その他の関係者に

より構成されるいじめの防止等の対策のため

の組織を置くものとする。 

～いじめ対策組織の役割・機能～ 
・報告窓口の設置　 
・組織的対応における役割分担 
・事実確認等情報の集約・整理・共有 
・対応方針等の決定 
・対応の進捗状況の把握・共有 

・指導方針など再発防止の協議 

・記録の作成・管理 

※迅速な対応が必要な場合は、校長判断により、必要な構成員
での会議を行う。 
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指示・指導助言等
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